
  ○生活に困窮する外国人に対する生活保護法の準用に関する事務取扱

要綱 

      平成２７年１０月２６日告示第１７０号 

    

生活に困窮する外国人に対する生活保護法の準用に関する事務取扱

要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置につ

いて」（昭和２９年５月８日社発第３８２号厚生省社会局長通知。以下「外

国人保護に関する通知」という。）に基づき，生活に困窮する外国人に対

する保護の措置に関して，関係法令等に定めがあるもののほか，必要な

事項を定めるものとする。 

 （措置の取扱い） 

第２条 福祉事務所長は，生活に困窮する外国人に対し，外国人保護に関

する通知に基づく保護（以下「通知に基づく保護」という。）を行う場合

は，日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じ，保護の措置

を行うものとする。 

 （適用対象者） 

第３条 通知に基づく保護の対象者及び照会は，「生活保護問答集について」

（平成２１年３月３１日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡）の

うち，「外国人保護の適用対象と実施責任」の問答の示すところによる。 

 （不服申立ての教示） 

第４条 福祉事務所長は，生活に困窮する外国人に対して通知に基づく保

護を行う場合，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」と

いう。）に基づき不服申立てをすることができる旨等の教示はしないもの

とする。ただし，生活に困窮する外国人を同一世帯と認定する日本国民

が存在し，当該日本国民に対し法に基づく保護を適用する場合には，当

該日本国民に対し教示するものとする。 

 （補則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，富里市福祉事務所

長が別に定める。 

  附 則 

 （施行期日） 



１ この要綱は，平成２８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の告示前に決定実施した事務取扱いにおいても，本要綱に準

じて決定実施したものとみなす。 


